
運用変更後における１号機建屋カバー解体作業時の情報提供体制

・①オペフロ上ダストモニタ
・②原子炉建屋近傍ダストモニタ
・③構内ダストモニタ
・④モニタリングポスト近傍ダストモニタ

警報発報

東京電力
福島第一原子力発電所

原子力災害現地対策本部及び福島県

 モニタリングポストの監視強化と変動値の確認
 東京電力の最新状況集積

自治体等への情報提供

 平常値になるまでの間モニタリングポストの監視強化

１時間毎のモニタリング測定結果
自治体へ情報提供

プレス発表

全面マスク着用指示又は敷地境界モニタリング
ポストで有意な上昇の有無に関わらず、敷地外
空間線量に有意な変動が見られる場合

建屋カバー解体作業等においてダストが飛散する事態が発生した場合、国の原子力災害現地対策本部を

起点として速やかに県や各市町村等に対して情報提供を行う。

監視体制

通報

①全面マスクの着用指示を行う場合
又は

②敷地境界モニタリングポストで有意な
上昇(+2μSv/hを目安)があった場合

※３

※４

 報道関係者向け一斉メール、ＨＰ掲載等

関係１３市町村※２にも通報

原子力災害対策特別措置法第25条に基づく、応急措置の概要等に係る周
辺自治体、関係省庁への報告。
いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、
大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
県や農水省によるダスト分析結果や、それに基づく食品の安全性評価、
プラント状況など、関係機関から出される情報を、現地対策本部にて集約・
統合し、自治体、住民に提供予定。
飛散に伴う影響などについて、有識者による評価の公表も検討。

※１

※２

※３

※４

第25条通報
※１

警報発報設定値 0.017μSv/h相当

住民等避難基準 20μSv/h

資料２
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